
福
岡
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
償
還
金
等
徴
収
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
十
号
） 

新
旧
対
照
表 

 

改 

正 

案 
 

現 

行 

（
償
還
金
等
の
徴
収
事
務
の
委
託
） 

 

第
二
条 

知
事
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
。

以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
対
す
る
貸
付
け
に
係
る
事
務
を
除
き
、

償
還
金
等
の
徴
収
事
務
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

市
町
村
、
財
産
区
及
び
法
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
地
方
公
共
団
体
の
組
合 

  

三 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
公
金
事
務
取

扱
者
」
と
い
う
。
）
は
、
委
託
を
受
け
た
徴
収
事
務
の
一
部
に
つ
い
て

、
法
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
に
規
定
す

る
者
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
指
定
公
金

事
務
取
扱
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
委
託
に
つ
い
て
知
事
の
承
認
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

 

（
償
還
金
等
の
徴
収
事
務
の
委
託
） 

第
二
条 

知
事
は
、
償
還
金
等
の
徴
収
事
務
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
者
に
対
す
る
貸
付
け
に
係
る
事
務
を
除
き
、
福
岡
県
森
林
組
合
連

合
会
及
び
福
岡
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会
並
び
に
別
に
定
め
る
森
林
組

合
及
び
木
材
協
同
組
合
に
そ
の
一
部
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

一 

（
略
） 

 

二 

市
町
村
、
財
産
区
及
び
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

十
七
号
）
第
二
百
八
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
地
方
公
共
団
体

の
組
合 

三 

（
略
） 

（
新
設
） 

（
納
入
の
通
知
） 

第
三
条 

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
等
の
徴
収
事
務
の
委
託
を

受
け
た
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託

を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
、
納
入
通

知
書
に
よ
り
償
還
金
等
を
納
入
す
べ
き
者
に
納
入
の
通
知
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
償
還
金
等
を
納
入
す
べ
き
者
が
貸
付
申
請
に

お
い
て
受
託
者
を
経
由
し
な
か
つ
た
と
き
は
、
直
接
そ
の
者
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

受
託
者
は
、
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
納
入

通
知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
償
還
金
等
を
納
入

す
べ
き
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
納
入
の
通
知
） 

第
三
条 

前
条
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
等
の
徴
収
事
務
の
委
託
を
受
け
た

福
岡
県
森
林
組
合
連
合
会
及
び
福
岡
県
木
材
協
同
組
合
連
合
会
（
以
下

「
連
合
会
等
」
と
い
う
。
）
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
等
の
徴

収
事
務
の
委
託
を
受
け
た
森
林
組
合
及
び
木
材
協
同
組
合
（
以
下
「
組

合
等
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て
、
納
入
通
知
書
に
よ
り
償
還
金
等
を

納
入
す
べ
き
者
に
納
入
の
通
知
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

償
還
金
等
を
納
入
す
べ
き
者
が
貸
付
申
請
に
お
い
て
組
合
等
を
経
由
し

な
か
つ
た
と
き
は
、
直
接
そ
の
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

組
合
等
は
、
連
合
会
等
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
納
入
通
知
書
の
送

付
が
あ
つ
た
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
償
還
金
等
を
納
入
す
べ
き
者
に

交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
納
入
） 

第
四
条 

償
還
金
等
を
納
入
す
べ
き
者
は
、
納
入
通
知
を
受
け
た
と
き
は

、
納
付
書
に
よ
り
受
託
者
又
は
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
こ
れ
を
納
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
納
入
） 

第
四
条 

償
還
金
等
を
納
入
す
べ
き
者
は
、
納
入
通
知
を
受
け
た
と
き
は

、
納
付
書
に
よ
り
組
合
等
又
は
連
合
会
等
に
こ
れ
を
納
入
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

（
収
納
） 

第
五
条 

受
託
者
は
、
償
還
金
等
を
収
納
し
た
と
き
は
、
当
該
収
納
金
を

直
ち
に
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
へ
送
金
す
る
と
と
も
に
、
償
還
金
等
の

内
容
を
示
す
計
算
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
は
、
償
還
金
等
を
納
入
す
べ
き
者
か
ら
直
接

に
償
還
金
等
を
収
納
し
た
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
受
託
者
か
ら

送
金
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
収
納
金
を
払
込
兼
送
付
書
に
納
入
済
通

知
書
を
添
え
て
直
ち
に
指
定
金
融
機
関
に
払
い
込
む
と
と
も
に
、
償
還

金
等
の
内
容
を
示
す
計
算
書
を
農
林
水
産
部
団
体
指
導
課
長
を
経
由
し

て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
収
納
） 

第
五
条 

組
合
等
は
、
償
還
金
等
を
収
納
し
た
と
き
は
、
当
該
収
納
金
を

直
ち
に
連
合
会
等
へ
送
金
す
る
と
と
も
に
、
償
還
金
等
の
内
容
を
示
す

計
算
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

連
合
会
等
は
、
償
還
金
等
を
納
入
す
べ
き
者
か
ら
直
接
に
償
還
金
等

を
収
納
し
た
と
き
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
組
合
等
か
ら
送
金
を
受
け

た
と
き
は
、
当
該
収
納
金
を
払
込
兼
送
付
書
に
納
入
済
通
知
書
を
添
え

て
直
ち
に
指
定
金
融
機
関
に
払
い
込
む
と
と
も
に
、
償
還
金
等
の
内
容

を
示
す
計
算
書
を
農
林
水
産
部
団
体
指
導
課
長
を
経
由
し
て
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

改 

正 

案 
 

現 

行 

 
 

（
督
促
状
の
発
付
） 

第
六
条 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
は
、
償
還
金
等
に
つ
い
て
納
入
期
限
ま

で
に
納
入
し
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
納
入
期
限
後
二
十
日
以
内
に
発

行
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
を
指
定
期
限
と
し
て
督
促

状
を
発
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
管
理
簿
） 

第
七
条 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
及
び
受
託
者
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改

善
資
金
管
理
簿
を
備
え
、
所
要
事
項
を
記
載
し
、
及
び
こ
れ
を
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
及
び
受
託
者
は
、
前
項
に
規
定
す
る
林
業
・

木
材
産
業
改
善
資
金
管
理
簿
の
備
付
け
に
代
え
て
当
該
林
業
・
木
材
産

業
改
善
資
金
管
理
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方

式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で

作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
備
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
及
び
受
託
者

は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
備
付
け
を
行
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

一 

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
及
び
受
託
者

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る

方
法
又
は
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事

項
を
確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ

）
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
方
法 

二 

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
管
理
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を

ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読

み
取
つ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
及
び
受
託

者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す

る
方
法
又
は
磁
器
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
方
法 

３ 

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
及
び
受
託
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁

的
記
録
の
備
付
け
を
行
う
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
電
磁
的
記
録
に
記
録

さ
れ
た
事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
ち
に
明
瞭
か
つ
整
然
と
し

た
形
式
で
そ
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
に
表
示
し
、

及
び
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
督
促
状
の
発
付
） 

第
六
条 

連
合
会
等
は
、
償
還
金
等
に
つ
い
て
納
入
期
限
ま
で
に
納
入
し

な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
納
入
期
限
後
二
十
日
以
内
に
発
行
の
日
か
ら

起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
を
指
定
期
限
と
し
て
督
促
状
を
発
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
管
理
簿
） 

第
七
条 

連
合
会
等
及
び
組
合
等
は
、
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
管
理

簿
を
備
え
、
所
要
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

２ 

連
合
会
等
及
び
組
合
等
は
、
前
項
に
規
定
す
る
林
業
・
木
材
産
業
改

善
資
金
管
理
簿
の
備
付
け
に
代
え
て
当
該
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金

管
理
簿
に
係
る
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人

の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記

録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
備
付
け
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
当
該
連
合
会
等
及
び
組
合
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
の
方
法
に
よ
り
備
付
け
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

作
成
さ
れ
た
電
磁
的
記
録
を
連
合
会
等
及
び
組
合
等
の
使
用
に
係

る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は
磁

気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
）
）
を
も
つ

て
調
整
す
る
方
法 

二 

林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
管
理
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
項
を

ス
キ
ャ
ナ
（
こ
れ
に
準
ず
る
画
像
読
取
装
置
を
含
む
。
）
に
よ
り
読

み
取
つ
て
で
き
た
電
磁
的
記
録
を
連
合
会
等
及
び
組
合
等
の
使
用
に

係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
す
る
方
法
又
は

磁
器
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
整
す
る
方
法 

３ 

連
合
会
等
及
び
組
合
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
備

付
け
を
行
う
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項

を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
ち
に
明
瞭
か
つ
整
然
と
し
た
形
式
で
そ

の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
に
表
示
し
、
及
び
書
面
を

作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 


